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大田区議会委員会条例の一部を改正する条例 

    

上記の議案を地方自治法第112条及び大田区議会会議規則第13条第１項の規定

により提出する。 
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大田区議会委員会条例の一部を改正する条例 

 大田区議会委員会条例（昭和 31年条例第 17号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項各号中「９人」を「10人」に改める。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 （提案理由） 

 大田区議会議員の改選に伴い、常任委員会の委員の定数を改めるため、条例を

改正する必要があるので、この案を提出する。 


